
（事業主の方へ）

Ⅰ  雇⽤用関係助成⾦金金のご案内
雇⽤用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両⽴立立⽀支援、従業員の能⼒力力向上などに、
ぜひ、ご活⽤用ください。

受給対象となる事業主（事業主団体を含む）

●助成⾦金金の⽀支給申請期間は、原則申請が可能となった⽇日から２か⽉月以内です。

支給申請期間

審査への協⼒力力の具体例例
・審査に必要な書類を整備・保管する。
・都道府県労働局・ハローワーク・(独)⾼高齢･障害･求職者
雇⽤用⽀支援機構から書類の提出を求められたら応じる。

・都道府県労働局・ハローワーク・(独)⾼高齢･障
害･求職者雇⽤用⽀支援機構の実地調査に応じる。

雇⽤用保険適⽤用事業所の事業主

期間内に申請を⾏行行う事業主

⽀支給のための審査に協⼒力力する事業主

実際に助成⾦金金を受給するためには、各助成⾦金金の個別の要件も満たす必要があります。

3

資本⾦金金の額・出資の総額 常時雇⽤用する労働者の数
⼩小売業（飲⾷食店を含む） 5,000万円以下

ま
た
は

50⼈人以下
サービス業 5,000万円以下 100⼈人以下
卸売業 １億円以下 100⼈人以下
その他の業種 ３億円以下 300⼈人以下

資本⾦金金の額・出資の総額 常時雇⽤用する労働者の数
ゴム製品製造業※ ３億円以下

ま
た
は

900⼈人以下
ソフトウェア業または
情報処理理サービス業 ３億円以下 300⼈人以下

旅館業 5,000万円以下 200⼈人以下
※⾃自動⾞車車・航空機⽤用のタイヤ、チューブ製造業や⼯工業⽤用ベルト製造業を除く。

○ 雇⽤用関係助成⾦金金における「中⼩小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。

○ ただし、以下の助成⾦金金については、範囲が異異なります。
＜⼈人材確保等⽀支援助成⾦金金（中⼩小企業団体助成コース）＞
上記の表に加えて、以下の表の「資本⾦金金の額・出資の総額」か「常時雇⽤用する労働者の数」のいずれかを
満たす企業等も「中⼩小企業者」に該当

中小企業事業主等の範囲

※医療療法⼈人などで資本⾦金金・出資⾦金金を有している事業主についても、上記の表の「資本⾦金金の額・出資の総額」
または「常時雇⽤用する労働者の数」により判定します。

詳しくは厚⽣生労働省省HP「事業主の⽅方のための雇⽤用関係助成⾦金金」をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_̲roudou/koyou/kyufukin/index.html


